
※お電話に受付は平日の9：00～17：00になります。

☏ 0247-82-6265田村市船引町東部台三丁目４３番地

事務所通信 令和7年10月号

https://www.eto-srgs.com/
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＜事務所より＞

詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい

福島県の最低賃金が現行から78円引き上げ、時給
1,033円とするよう福島労働局に答申され、発効日が
令和8年1月1日からとなる予定です。大幅な引き上げ
となりますので、今一度、確認いただきますようお願
いいたします。
10月の年金相談日は「9、23、31日」です。
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

福島県 R6年度個別労働紛争解決制度施行状況（R7/9公表）
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